
プラスチックごみについて 
プラスチック系のゴミは、「燃えるゴミ」と「埋立てゴミ」があります。下記

の例にしたがい適切に分別をお願いします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
上記のマークが表示されているものは「燃えるゴミ」になります。 
※商品によっては「ＰＥ」ではなく(ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ)という標記のものがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他の表示があるものは全て「埋立てゴミ」になります。 
 
 

          
  ＰＥ        ＰＰ         ＰＥ、ＰＰ      （表示なし） 

          
 ＰＥＴ         ＰＰ、ＰＥＴ       ＰＳ         ＰＰ、Ｍ 

 

若狭町(上中地域)の方へ 

若狭町役場住民課 
電話：(０７７０)４５－９１０６ 

燃えるゴミ 

埋立てゴミ 

＜重要＞ 

※プラスチックマークの下に何も標記が無い場合は、「燃えるゴミ」になりま

す。 


